
 

 

 

 

 

ごみ処理施設整備運営事業 

 

建 設 工 事 請 負 仮 契 約 書（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年８月６日 

 

青森県三沢市 

 
  



 

建 設 工 事 請 負 契 約 書 

 

 

 

１  建設工事名 三沢市ごみ焼却施設建設工事 

 

２  建設工事場所   三沢市大字三沢字戸崎 101-1016 地内 

 

３  工 期 着手        年  月  日 

 完成        年  月  日 

 

４  請 負 代 金 額 ￥                     

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  ￥          ） 

【内訳】 

（１）設計代金額 ￥                     

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  ￥          ） 

（２）工事代金額 ￥                     

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  ￥          ） 

 

５  請負代金の支払（各会計年度における支払限度額は別紙のとおりとする。） 

（１）設計代金の支払 

前 払 金 額 ￥              

部分払回数              回以内 

（２）工事代金の支払 

前 払 金 額 ￥              

部分払回数              回以内 

 

６  契 約 保 証 金 ￥            （工事約款第４条第１項第  号該当） 

 

７ 現場代理人常駐  要 ・ 不要 

 

ごみ処理施設整備運営事業（以下「本事業」という。）に関して発注者が受注者その他

の者との間で締結した平成＿＿年＿＿月＿＿日付基本契約書（以下「基本契約」という。）

第７条第１項の定めるところに従い、上記の建設工事について、発注者と受注者は、各々

対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従っ

て誠実にこれを履行するものとする。 

 

契約条項 

（効力発生） 

第１条 この契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、発注者と＿＿＿＿と

の間の管理運営委託契約と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するもの

とするが、本書は仮契約であって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第５号及び三沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

収  入 

 

印  紙 



（昭和３９年三沢市条例第２号）第２条に基づきこの契約が三沢市議会の議決を取得し

た日に本契約として成立することを確認する。三沢市議会で可決されず、この仮契約が

本契約として成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより受注者に生ずる如

何なる損害についても、発注者は、その責めを負わない。 

（総則） 

第２条 発注者及び受注者は、基本契約に基づき、入札説明書等に従い、日本国の法令を

遵守し、この契約（契約書及び添付の各約款並びに入札説明書等、提案書等及び設計図

書（第３条の定めるところに従って発注者の承諾を得て納品された設計図書その他の設

計に関する図書をいう。以下同じ。）を内容とする請負契約をいう。以下同じ。）を履行

しなければならない。 

２ 受注者は、入札説明書等及び提案書等に示された各工事（現ごみ焼却施設管理棟、車

庫棟及び産業廃棄物混焼施設の解体工事を含む。以下総称して「工事」という。）の施

工のための設計を行ったうえで、当該設計に基づいて工事を契約書記載の工期（以下「工

期」という。）内に完成し、工事の目的物（備品等を含む。以下「工事目的物」という。）

を発注者に引き渡すものとし、発注者は、契約書記載の契約金額の請負代金（以下「請

負代金」といい、その金額を「請負代金額」という。）を支払うものとする。 

３ 設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段について

は、この契約に特別な定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 

４ この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除（以下「指示

等」という。）は、この契約に特別な定めがある場合を除き、書面により行わなければ

ならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項

に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、

既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする 

５ この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる言語は、日本語とし、この契

約において用いられている用語の意味は、この契約に別段の定義がなされている場合又

は文脈上別意に解すべき場合を除き、基本契約に定義された意味を有するものとする。 

６ この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

７ この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる計量単位は、入札説明書等及

び提案書等に特別な定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めら

れたものによるものとする。 

８ この契約並びに入札説明書等及び提案書等における期間の定めについては、民法（明

治２９年法律第８９号）及び商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるも

のとする。 

９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する地方裁判所を第

一審とする専属管轄に服することに合意する。 

11 受注者が共同企業体を有効に結成している場合、発注者は、この契約に基づくすべて

の行為を当該共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して

行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行

ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行

為について当該代表者を通じて行わなければならない。 

12 受注者は、入札説明書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用

し得る全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、この契約を締結したことをここ

に確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該



未入手を理由として、工事の設計・施工その他この契約の履行の困難さ、又はコストを

適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該

情報及びデータの未入手が、入札説明書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく

場合は、この限りでない。 

（設計業務） 

第３条 受注者は、入札説明書等及び提案書等に基づき、添付の設計約款（以下「設計

約款」という。）に従って設計業務を行い、発注者の承諾を得て入札説明書等に定める

設計図書その他の設計に関する図書を納品する。 

（建設業務） 

第４条 受注者は、入札説明書等及び提案書等並びに前条の定めるところに従って納品

された設計図書に基づき、添付の工事約款（以下「工事約款」という。）に従い、工事

を施工し、入札説明書等に定める現ごみ焼却施設管理棟、車庫棟及び産業廃棄物混焼

施設を解体するとともに、工事目的物を完成し、発注者に引き渡すものとする。 

（支払） 

第５条 発注者は、入札説明書等及び提案書等に基づき、設計約款に従って設計業務の

出来高に応じて契約書記載の設計代金（以下「設計代金」という。）を支払い、また、

工事約款に従って工事目的物の出来高に応じて契約書記載の工事代金（以下「工事代

金」という。）を支払うことにより、この契約の履行に対する対価として、請負代金の

支払を行う。かかる支払を遅延したときは、発注者は、適用のある約款の定める損害

金の支払を行う。 

2 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支

払わないときは、設計約款又は工事約款に別段の定めがある場合を除き、発注者は、

その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日ま

で、この契約の締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年

法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算し

た額の遅延利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお、不足

があるときは追徴し、かかる追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に

つき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。 

（相殺） 

第６条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対

して有する請負代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追

徴する。 

（適用関係） 

第７条 基本契約、この契約、入札説明書等、提案書等の間に矛盾又は齟齬がある場合

は、基本契約、この契約、入札説明書等、提案書等の順にその解釈が優先するものと

する。ただし、提案書等が入札説明書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい

水準を規定している場合は、提案書等が入札説明書等に優先するものとする。 

2 設計図書と基本契約、この契約、入札説明書等若しくは提案書等の間に矛盾又は齟齬

がある場合は、設計図書が優先するものとする。 

3 この契約条項と設計約款又は工事約款のいずれかの条項が矛盾又は抵触する場合、こ

の契約条項が優先して適用されるものとする。 



以 上 

 

この仮契約の成立を証するため、この契約書２通を作成し、当事者記名押印の上、各

自その１通を所持する。 

 

    年    月    日 

 

住 所  

発注者 商号又は名称    

代表者氏名                   印 

 

住 所  

受注者 商号又は名称  

代表者氏名                                   印 

 

  



別紙 

（１）設計 

各会計年度における設計代金の支払い限度額は次のとおりとする。 

 

平成 29 年度                                   円 

うち消費税及び地方消費税                                 円 

 

平成 30 年度                                   円 

うち消費税及び地方消費税                                 円 

 

平成 31 年度                                   円 

うち消費税及び地方消費税                                 円 

 

平成 32 年度                                   円 

うち消費税及び地方消費税                                 円 

 

なお、発注者の都合により必要が生じたときは、支払い限度額を変更することができる。 

 

（２）工事 

各会計年度における請負代金額の支払い限度額は次のとおりとする。 

 

平成 29 年度                                   円 

うち消費税及び地方消費税                                 円 

 

平成 30 年度                                   円 

うち消費税及び地方消費税                                 円 

 

平成 31 年度                                   円 

うち消費税及び地方消費税                                 円 

 

平成 32 年度                                   円 

うち消費税及び地方消費税                                 円 

 

なお、発注者の都合により必要が生じたときは、支払い限度額を変更することができる。 

 


